
　別記様式（第５条関係）

２　課題
総合政策部 本市の様々な個別計画において「雇用」が関係
市民環境部 次の計画を主なものとして、計画対象者の生活自立や生きがいづくりに「雇用」が関わっている。

資料 一方で、雇用を促進するには、地域の雇用状況を把握し職業紹介ができる兵庫労働局（ハローワーク）との
会議録 連携が必須。

１　現状
本市と兵庫労働局（ハローワーク）との主な連携

本市の様々な部署が個別に兵庫労働局（ハローワーク）と連携し雇用対策を行っている。

●「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定」の締結（H24～、地域福祉課 他）
　本市と伊丹公共職業安定所（ハローワーク伊丹）において、生活保護、児童扶養手当、各受給者
及び生活困窮者の就職による経済的自立の実現を目的に、相互が連携・協働して就労支援を実施。

●「川西しごと・サポートセンター」等の共同運営（H24～、産業振興課）
　「川西しごと・サポートセンター」では、求職者全般を対象に市の生活関連の情報提供及び国の
職業相談・職業紹介等を一体的に実施。
　また、当センター内にある「若者キャリアサポート川西」では、概ね40歳未満の若年者を対象に
キャリアカウンセリングや心理カウンセリング、就職先の雇用契約等の相談を実施。

●「川西市障がい者自立支援協議会」への参画（H25～、障害福祉課）
　地域における障がい者への支援体制に関する課題を共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとと
もに、地域の実情に応じたサービス基盤の整備について協議する法令設置の組織。

●「（仮称）川西市障がい者雇用対策本部」の設置（予定、障害福祉課 他）
　市役所内での障がい者雇用の促進並びに福祉就労や企業と連携した一般就労への支援を検討。

３　担当課が考える方向性 ４　質疑・意見
雇用対策における兵庫労働局（ハローワーク）との連携強化
　本市と兵庫労働局（ハローワーク）が、それぞれの強みを発揮し一体となって雇用対策を進めること 雇用対策協定を締結する。
で、本市の個別計画の推進を図り、ひいては市民サービスの向上をめざす。

そのために双方が様々な雇用課題を共有し、課題解決に向けて効果的かつ効率的な事業展開を行って
いく協定を結ぶことで、雇用対策・就業支援を一体的かつ効果的に推進していく。

５　結論 6　公開
　☑原案のとおり進める 　☑会議での決定事項を速やかに公表
　□原案を一部修正し、進める 　□決定は決裁により、決裁の要旨を公表。
　□原案を修正し、再度協議する 　□議会上程案件。議運終了後に速やかに公表
　□ 　□意思決定過程であるため、公表対象外。

議題 兵庫労働局（ハローワーク）との雇用対策協定の締結について

政策会議
出
席
者

☑市長　　☑副市長
日時 令和2年1月8日 ☑部長　　☑副部長
場所 副市長応接室 ☑部長　　☑副部長　　☑産業振興課長

作
成
者

□　　　　□
□　　　　□

雇用に係る課題に対し、本市の
実情に合わせた対策事業の展開
が可能。

【主な役割】
①就労支援
（カウンセリング、セミナーの開催など）

②生活相談・福祉関係業務
（生活困窮者の自立支援、子育てと仕事の
両立など）

③産業育成
（人材確保と育成、労働環境の向上など）

全国的なネットワークを通じて
勤労権の保障のためのセーフ
ティーネットを展開。

【主な役割】
①職業紹介
（就職相談、求人開拓、就職面接会など）

②雇用対策
（障害者雇用率の達成指導など）

③雇用保険制度の運営
（失業等給付、能力向上など）

川西市 兵庫労働局

雇用対策協定

連携して
雇用対策を実施

協定に基づく取組
✔若者の就職支援

✔女性の就職支援

✔高齢者・生活保護受
給者等の就労支援

✔障がい者の雇用対策

✔企業の人材確保


